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特約選択型金銭信託「選べる安心信託」の取扱開始について 

 

みずほ信託銀行株式会社（取締役社長：飯盛 徹夫）は、2017 年 8 月 28 日より、資産の       

保全や承継に関する複数の金融機能と、企業提携により生活サポートサービスをご提供する

「選べる安心信託」の取り扱いを開始します。また同時に、株式会社みずほ銀行（頭取：   

藤原 弘治）、みずほ証券株式会社（取締役社長：坂井 辰史）においても、みずほ信託銀行   

株式会社の信託代理店として、本商品の取り扱いを開始します。 

 

「選べる安心信託」は、お客さまから信託していただいた金銭（信託財産）を元本保証で

運用しつつ、その時々のお客さまのライフスタイルに合わせ｢ご自分用受取｣｢ご家族用受取｣

｢暦年贈与｣｢解約制限｣といった各種金融機能を、必要な時に選んでご利用いただける商品 

です。 

また、主にご高齢のお客さま向けに｢介護･老人ホーム｣｢みまもり･警備」｢住まいの改修｣ 

｢家事代行｣といった各種生活サポートサービスを特典付きで提携企業よりご紹介すること

もできます（※1）。 

なお、選択型のサービスをその時々のお客さまのニーズに合った形で提供するため、定期

的にご連絡させていただき、各種サービスのご利用意向を伺うことも可能です。加えて、  

近年の LGBT（※2）に対する社会的関心の高まりをふまえ、資産の受取人等に同性パートナー

をご指定いただくこともできます。 

 

〈みずほ〉は、信託機能を活用した商品･サービスの開発・提供を通じて、財産の管理･     

運用･承継に関する幅広いニーズにお応えすることで、社会・経済の発展・成長に貢献して  

いきます。 

 
（※1）本商品に付帯する景品として、みずほ信託銀行株式会社が提携する株式会社ＪＴＢコミュニケー 

ションデザインが各企業をご紹介します。 
 

 （※2）LGBT とは、Lesbian（女性同性愛者）、Gay（男性同性愛者）、Bisexual（両性愛者）、Transgender 
（身体的性別と性自認が一致しない人（性同一性障害を含む））の頭文字をとり、性的少数者の総称 
として使われる言葉です。 

 

 

 



＜スキーム図＞ 

  
 

＜商品の概要＞ 

１．商品名 選べる安心信託 

２．ご利用いただける方 個人のお客さま（国内に居住しているお客さま） 

３．商品の仕組み等 ・お客さまから信託していただいた金銭（信託財産）を、元本保証で運用しつつ、

｢ご自分用受取｣｢ご家族用受取｣｢暦年贈与｣｢解約制限｣といった各種金融機能

を、必要な時に必要な機能だけ選んで利用可能 

・ご高齢のお客さまの生活をサポートする｢介護･老人ホーム｣｢みまもり･警備｣ 

｢住まいの改修｣｢家事代行｣といったサービスを扱う企業を特典付きでご紹介

（※） 

※本商品に付帯する景品として、みずほ信託銀行が提携する株式会社ＪＴＢ 

コミュニケーションデザインが各企業をご紹介します 

・本商品には日常生活における、第三者に対する損害賠償責任を補償する、個人

賠償責任保険を自動付帯 

４．信託金額 3,000 万円以上（1円単位） 

５．信託の終了 ご家族用受取機能の設定がなくお客さまに相続が発生した時等 

６．信託報酬 【信託設定時】 

・設定時信託報酬：信託金額に対し 2.16％（税抜き 2.00％） 

【信託設定後】（契約期間中） 

・管理信託報酬：月額 10,800 円（税抜き 10,000 円） 

・運用報酬：合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます 

７．取扱窓口 みずほ信託銀行、みずほ銀行、みずほ証券 

（本商品はみずほ信託銀行の商品であり、みずほ銀行･みずほ証券はみずほ信託 

銀行の信託代理店として契約締結の媒介を行います） 

以 上 


